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ニ
ュ
ー
ス

講
座
・
教
室

募
　
　
集

催
し・イ
ベ
ン
ト

お
　
　
礼

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

生
ご
み
電
動
処
理
機
購
入

補
助
に
つ
い
て

▼
対
象
者

○
町
内
に
居
住
し
、
住
民
基
本
台

帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

○
生
ご
み
電
動
処
理
機
を
町
内
に

設
置
し
維
持
管
理
の
で
き
る
方

○
生
ご
み
電
動
処
理
機
か
ら
排
出

さ
れ
る
堆
肥
化
物
を
処
理
で
き

る
方

○
過
去
に
支
給
を
受
け
て
い
る
方

は
、
お
お
む
ね
10
年
を
経
過
し
、

破
損
な
ど
に
よ
り
使
用
で
き
な

い
場
合

▼
対
象
基
数

　

１
世
帯
に
つ
き
１
基

▼
補
助
金
額

　

購
入
費
の
半
額
（
１
０
０
円
未

満
切
り
捨
て
）
と
し
、
３
万
円
を

上
限
と
す
る
。

※
補
助
に
つ
い
て
は
予
算
の
範
囲

内
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
町
指
定
販
売
店
の
見
積
書

▼
購
入
に
つ
い
て
の
注
意
点

　

補
助
金
交
付
決
定
後
30
日
以
内

に
、
町
指
定
販
売
店
で
購
入
と
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

環
境
課

　
　
　
　

☎
８
９
３-

１
１
６
０

　

吾
北
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
７-

２
３
０
０

　

本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

　
　
　
　

☎
８
６
９-

２
１
１
２

お
知
ら
せ

高
知
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
の
移
転
に
つ
い
て

　

高
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
は
、
現
在
事
務
所
の
あ
る
高

知
県
保
健
衛
生
総
合
庁
舎
の
立
て

替
え
に
伴
い
、
事
務
所
を
移
転
し

ま
す
。

　

新
事
務
所
で
の
業
務
開
始
日
は
、

11
月
1
日
の
予
定
で
す
。
ご
理
解
、

ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

▼
移
転
先

　

高
知
市
本
町
５
丁
目
１-
３
２

　

こ
う
ち
勤
労
セ
ン
タ
ー
４
階

▼
連
絡
先
（
移
転
前
と
同
じ
）

☎
８
９
３-

４
５
２
５

FAX
８
２
１-

４
５
１
８

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合

☎
８
９
３-

４
５
２
５

お
知
ら
せ

ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
保
護
に
つ
い
て

　

県
内
の
河
川
や
湖
な
ど
の
内
水

面
で
は
、
減
少
が
心
配
さ
れ
て
い

る
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
を
保
護
す
る
た

め
、
10
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の

間
、
高
知
県
内
水
面
漁
場
管
理
委

員
会
の
指
示
に
よ
り
ニ
ホ
ン
ウ
ナ

ギ
を
獲
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
ニ
ホ
ン
ウ
ナ
ギ
の
資
源
回

復
に
向
け
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
県
漁
業
管
理
課
（
高
知
県

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
事
務

局
）

☎
８
２
１-

４
６
０
８

お
知
ら
せ

ご
相
談
く
だ
さ
い　
あ
な
た

の
ま
ち
の
行
政
相
談
委
員
へ

　

10
月
17
日（
月
）～
23
日（
日
）は

行
政
相
談
週
間
で
す
。

　

総
務
省
で
は
、
多
く
の
皆
さ
ん

に
行
政
相
談
を
利
用
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
毎
年
10
月
に
「
行
政
相

談
週
間
」
を
設
け
、
各
種
の
行
事

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

当
町
に
お
い
て
も
、
次
の
と
お

り
、
総
務
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
た

行
政
相
談
委
員
が
「
一
日
行
政
相

談
所
」
（
無
料
・
秘
密
厳
守
）
を

開
設
し
ま
す
。
医
療
保
険
や
年
金
、

道
路
や
公
共
施
設
な
ど
行
政
の
仕

事
や
サ
ー
ビ
ス
で
、
困
っ
て
い
る

こ
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

〈
一
日
行
政
相
談
所
〉

▼
日
時　

10
月
21
日（
金
）

　

10
時
～
15
時

▼
場
所

　

吾
北
中
央
公
民
館

▼
行
政
相
談
委
員

　

川
村　

義
秀 

氏

◇
本
川
総
合
支
所
に
設
置
す
る

「
行
政
相
談
ポ
ス
ト
」
で
も
、

投
書
で
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

◇
一
日
行
政
相
談
所
以
外
で
も
、

行
政
相
談
は
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

［
行
政
相
談
委
員
］

　

次
田　

敏
幸 

氏
☎
８
９
２-

１
８
１
０

　

川
村　

義
秀 

氏
☎
８
６
７-

３
３
９
３

お
知
ら
せ

無
料
合
同
労
働
相
談
会
開
催

　

解
雇
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
賃
金
未
払

い
と
い
っ
た
職
場
の
問
題
で
お
悩

み
の
方
を
対
象
に
、
弁
護
士
、
社

会
保
険
労
務
士
、
司
法
書
士
な
ど

の
専
門
家
が
面
談
や
電
話
で
相
談

を
お
受
け
し
ま
す
。
事
業
主
の
方

も
相
談
で
き
ま
す
。
相
談
は
事
前

予
約
優
先
、
先
着
順
で
す
。

▼
日
時　

10
月
28
日（
金
）

　

10
時
～
16
時

▼
場
所

　

高
知
県
労
働
委
員
化
委
事
務
局

　

（
高
知
県
庁
北
庁
舎
４
階
）

▼
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

☎
８
２
１-

４
６
６
１

▼
申
込
受
付
期
間

　

９
月
29
日（
木
）
９
時
～

　

10
月
27
日（
木
）
12
時

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ

　

高
知
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
８
２
１-

４
６
４
５

　

な
お
、
高
知
県
労
働
委
員
会
事

務
局
で
は
、
こ
の
ほ
か
随
時
ご
相

談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

登
記
手
続
相
談
予
約
制
を

利
用
さ
れ
る
皆
さ
ん
へ

　

高
知
地
方
法
務
局
で
は
、
登
記

手
続
相
談
を
予
約
制
に
よ
り
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

登
記
手
続
相
談
を
利
用
さ
れ
る

場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
電
話
な
ど

で
相
談
の
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
相
談
時
間
は
30
分
以
内

と
し
、
相
談
料
は
無
料
で
す
。

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ

　

高
知
地
方
法
務
局
登
記
部
門

☎
８
２
２-

３
３
３
１


